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｢診療報酬請求書等の記載要領等について｣等の一部改正について

標記について､雇用保険法等の一部を改正する法律 (平成 19年法律第 30号)の一部が平

成 22年 1月 1日より施行 され､船員保険を全国健康保険協会が管掌することとなることに

伴い､下記の通知の一部を別紙 1及び別紙 2のとおり改正するので､その取扱いに遺漏のないよ

う貴管下の保険医療機関及び審査支払機関に対し､周知徹底を図られたい｡

記

別紙 1 ｢診療報酬請求書等の記載要領等について｣(昭和51年8月 7日保険発第82号)の一部

改正にっいて

別紙 2 ｢訪問看護療養費請求書等の記載要領について｣(平成18年3月30日保医発第0330008

号)の一部改正について



l即二重 11

｢診療報酬請求書等の記載要領等について｣(昭和51年 8月 7日保険発第82号)の一部改正

について

1 別紙 1のⅡの第 1の 3中 ｢社会保険庁長官｣を ｢全国健康保険協会理事長｣に改めるD

2 別紙 1のⅡの第 1の 7の (3)中 ｢鹿員保険の被保険者に係る通勤災害時の初診料｣を ｢船

早保険の被保険者に係 る通勤災害時の初診料 (災害発生時が平成 21年 12月 31日以前のも

のに限る｡)｣に改める｡

3 別紙 ⅠのⅡの ｢第 2の 2｣の 1の (2)中 ｢7の (2)及び (3)中｣を削 り､｢船員保険の

被保険者に係る通勤災害時の初診料｣を ｢船員保険の被保険者に係 る通勤災害時の初診料 (災

害発生時が平成 21年 12月 31日以前のものに限る｡)｣に改める｡

4 別紙 1のⅡの第 3の 2の (5)を次のように改める｡

(5) ｢保険者番号｣欄について

ア 設定された保険者番号8桁 (国民健康保険については 6桁)を記載すること (別添 2 ｢設

定要領｣の第 1を参照)｡なお､国民健康保険の場合は右詰めで記載すること｡

イ 公費負担医療単独の場合及び公費負担医療 と公費負担医療の併用の場合 (以下 ｢公費負

担医療のみの場合｣ という｡)は､別段め定めのある場合を除き､記載 しないこと｡

5 別紙 1の耳の第 3の 2の (7)中 ｢､船員保険被扶養考証｣を削る.

6 別紙 1のⅡの第 3の 2の (12)中 r職務上の取扱いとなる場合のみ該当するものを○で囲

むこと｡｣を ｢｢1 職務上｣､｢2 下船後 3月以内｣又は ｢3 通勤災害｣のうち該当するも

のを○で囲むこと｡ただ し､｢1 職務上｣及び ｢3 通勤災害｣については､災害発生時が平

成 21年 12月 31日以前のものに限る｡｣に改める｡

7 別紙 1のⅡの第 3の 2の (13)の表中 ｢船員保険法第28条ノ3第 1項東3号及び第31条ノ

2第2項第 1号ニ｣を ｢船員保険法第55条第 1項第 3号及び第76条第 2項第 1号ニ｣に改める｡

8 別紙 1のⅡの第 3の 2 (33)のイの (ア)を次のように改める｡

JL
(ア) 船員保険の被保険者について､｢職務上の事由｣欄中 ｢通勤災害｣に該当する場合には､

初診時における一部負担金の金額を記載すること｡ただし､災害発生時が平成 21年 12

月 31日以前のものに限る｡



9 別紙 1のⅢの第 2の3中 ｢社会保険庁長官｣を ｢全国健康保険協会理事長｣に改める｡

10 別紙 1のⅢの第 2の6の (2)中 ｢船員保険の被保険者に係る通勤災害時の初診料｣を ｢船

員保険の被保険者に係る通勤災害時の初診料 (災害発生時が平成 21年 12月 31日以前のも

のに限る｡)｣に改める｡

11 別紙 1のⅢの第 2の2の1の (2)中 ｢船員保険の被保険者に係る通勤災害時の初診料｣を

｢船員保険の被保険者に係る通勤災害時の初診料 (災害発生時が平成 21年 12月 31日以前

のものに限る｡)｣に改める｡

12 別紙 1のⅢの第 3の2の (5)を次のように改める｡

(5) ｢保険者番号｣欄について

ア 設定された保険者番号 8桁 (国民健康保険については6桁)を記載すること (別添 2 ｢設

定要領｣の第 1を参照)Oなお､国民健康保険の場合は右詰めで記載することC

イ 公費負担医療単独の場合及び公費負担医療のみの場合は､別段の定めのある場合を除き､

記載 しないこと｡

13 別紙 1のⅢの第 3の2の (7)中 ｢､船員保険被扶養者証｣を削る｡

14 別紙 1のⅢの第 3の2の (11)中 ｢職務上の取扱いとなる場合のみ該当する番号を○で囲

むこと｡｣を ｢｢1 職務上｣､｢2 下船後 3月以内｣又は ｢3 通勤災害｣のうち該当するも

のを○で囲むこと｡ただし､｢1 職務上｣及び ｢3 通勤災害｣については､災害発生時が平

成 21年 12月 31日以前のものに限る｡｣に改める｡

15 別紙 1のⅢの第 3の2の (31)のアを次のように改める｡

ア 船員保険の被保険者にづいて､｢職務上の事由｣欄中 ｢通勤災害｣に該当する場合には､

初診時における一部負担金の金額を記載すること｡ただし､災害発生時が平成 21年 12

月 31日以前のものに限る｡

16 別紙 1のⅣの第 1の3中 ｢社会保険庁長官｣を ｢全国健康保険協会理事長｣に改める｡

17 別紙 1のⅣの第 2の2の (5)を次のように改める｡

(5) ｢保険者番号｣欄について

ア .設定された保険者番号 8桁 (国民健康保険については6桁)を記載すること (別添 2 ｢設

定要領｣の第 1を参照)｡なお､国民健康保険の場合は右詰めで記載すること｡

イ 公費負担医療単独の場合及び公費負担医療のみの場合は､別段の定めのある場合を除き､

記載 しないこと｡



18 別紙 1のⅣの第 2の 2の (11)中 ｢職務上の取扱いとなる場合のみ該当するものをOで囲

むこと｡｣を ｢｢1 職務上｣､｢2 下船後 3月以内｣又は ｢3 通勤災害｣の うち該当するも

のを○で囲むこと｡ただし､｢1 職務上｣及び ｢3 通勤災害｣については､災害発生時が平

成 21年 12月 31日以前のものに限る｡｣に改める｡

19 別紙 2の第 2の■3を次のように改める｡

3 ｢保険者番号｣欄について

(1) 設定された保険者番号8桁 (国民健康保険については6桁)を記載すること (別添 2

｢設定要領｣の第 1を参照)｡なお､国民健康保険の場合は右詰めで記載すること｡

(2) 公費負担医療単独の場合及び公費負担医療 と公費負担医療の併用の場令 (以下 ｢公費

負担医療のみの場合｣という｡)は､別段の定めのある場合を除き､記載 しないこと｡

(3) 月の途中において保険者番号の変更があった場合は ｢備考｣欄に変更後の保険者番号

を記載すること｡

20 別紙 2の第 2の4中 ｢､船員保険被扶養者証｣を削る｡

21 別紙 2の別添 2の4中 ｢､船員保険にあっては社会保険事務所(地方社会保険事務局が事務を

行 うことになっている場合にあっては当該地方社会保険事務局を含む｡)ごとに社会保険庁が｣

を ｢､船員保険にあっては厚生労働省保険局が｣に改める｡

22 別紙 2の別添 2の6中 ｢､社会保険庁長官､都道府県知事｣を ｢､厚生労働省保険局､都道

府県知事､地方厚生 (支)局｣に改める.



LBFJ紙 2｣

｢訪問看護療養費請求書等の記載要領について｣(平成18年 3月30日保医発第0330008号)の

一部改正について

1 別紙のⅡの第 1の3中 ｢社会保険庁長官｣を ｢全国健康保険協会理事長｣に改める｡

-2 別紙のⅡの第 2の5を次のように改める｡

5 ｢保険者番号｣欄について

(1) 設定された保険者番号 8桁 (国民健康保険については 6桁)を記載すること (｢診療報

酬請求書等の記載要領等について｣(昭和51年 8月 7日保険発第82号｡以下 ｢記載要領等｣

という｡)の別添 2 (以下 ｢設定要領｣という｡)の(1)を参照)0

(2) 公費負担医療単独の場合及び公費負担医療と公費負担医療の併用の場令 (以下 ｢公費

負担医療のみの場合｣という｡)は､別段の定めのある場合を除き､記載 しないこと｡

3 別紙のⅡの第 2の7 (1)中 ｢､船員保険被扶養考証｣を削る｡

4 別紙のⅡの第 ?の11中 ｢職務上の取扱いとなる場合のみ該当するものを○で囲むことO｣を

｢｢1 職務上｣､｢2 下船後 3月以内｣又は ｢3 通勤災害｣の うち該当するものを○で囲む

こと｡ただし､｢1 職務上｣及び ｢3 通勤災害｣については､災害発生時が平成 21年 12

月 31日以前のものに限る｡｣に改めるD



(参考)

｢診療報酬請求書等の記載要領等について｣ (昭和51年 8月 7日保険発第82号)の一部改正について

改 正 後 改 正 前

別紙 1

Ⅱ 診療報酬請求書及び診療報酬明細書の記載要領

第 1 診療報酬請求書 (医科 ･歯科､入院 ･入院外併用)に関

す る事項 (様式第 1(1))
3 ｢別記 殿｣欄 について

保険者名 ､市町村名及び公費負担者名 を下記例のとお り備

考欄 に記載す ることを原則 とす るが､省略 しても差 し支 えな
い ことO

(例) 別記 全国健康嘩_険協会理事畢
千代田区長
東京都知事

7 ｢医療保険｣欄 について

(3) 入院外分 の ｢療養 の給付｣欄 については､｢件数｣欄
には明細書の医療保険に係 る件数 の合計 を､｢診療実 日

数｣欄 には明細書の診療実 日数の合計 を､ ｢点数｣欄 に

は明細書の ｢療養 の給付｣欄 の ｢保険｣の項に係 る ｢請

求｣の項の点数の合計 を､ ｢一部負担金｣欄 には明細書

の ｢療養 の給付｣欄 の ｢保険｣の項に係 る ｢一部負担金

額｣の項の一部負担金額の合計を記載すること｡なお､

｢一部負担金｣欄 は､在宅時医学総合管理料又は在宅末

期医療総合診療科及び船員保険の被保 険者 に係 る廼軌災

害時の初診料_(異室発生時が平成 21年 1_:2月_旦J吐逆
前の ものに限 るo)_に係 るものに限 り記載すれば足 りる
もの とす ることO

第 2の 2 診療報酬請求書 (医科 ･歯科)に関す る事項 (様式

別紙 1

Ⅱ 診療報酬請求書及び診療報酬明細書の記載要領

第 1 診療報酬請求書 (医科 ･歯科､入院 ･入院外併用) に関

す る事項 (様式第 1(1))
3 ｢別記 殿｣欄 について

保険者名､市町村名及び公費負担者名 を下記例の とお り備

考欄 に記載す ることを原則 とす るが､省略 して も差 し支 えな
いこと｡

(例) 別記 社会俸険庁長官
千代田区長
東京都知事

7 ｢医療保険｣欄 について

(3) 入院外分の ｢療養 の給付｣欄 については､ ｢件数｣欄
には明細書 の医療保 険 に係 る件数 の合計 を､ ｢診療実 日

数｣欄 には明細書の診療 実 日数 の合計 を､ ｢点数｣欄 に

は明細書の ｢療養 の給付｣欄 の ｢保険｣の項 に係 る ｢請
求｣の項 の点数 の合計 を､ ｢一部負担金｣欄 には明細書

の ｢療養 の給付｣欄 の ｢保険十 の項 に係 る ｢一部負担金

額｣の項の∴部負担金額の合計 を記載す ること｡ なお､

｢一部負担金｣欄 は､在宅時医学総合管理料又は在宅末

期医療総合診療科及び船員保顔 の被保険者 に係 る_適 塾 災

宰時り_初診料 に係 るものに限 り記載すれ ば足 りるもの と
す ること｡

第 2の 2 診療報酬請求書 (医科 ･歯科) に関す る事項 (様式



第 8.)
1 ｢後期高齢者 医療｣欄 について

(2) 療養 の給付の ｢件数｣欄 ､｢診療実 日数｣欄､ ｢点数｣
欄及び ｢一部負担金｣欄 ､食事療養 .生活療養●の ｢件数｣

欄 ､ ｢回数 ｣欄 ､ ｢金額｣欄及び ｢標 準負担額 ｣欄 につ
いては､第 1の 7の (2)及び (3)と同様であること｡ こ

の場合､｢医療保険｣とあるのは ｢後期高齢者医療｣と､
｢船員保険の被保険者 に係 る通勤災害時の初診料･(災害

発生時が平成 21年 12月さ31日以前のものに限る｡)｣
とあるのは ｢高齢者 医療確保法第69条第 1項の規定に基

づき減額 された一部負担金｣ と読み替 えるものであるこ
と｡

第 3 診療報酬明細書の記載要領 (様式第 2)
2 診療報酬明細書の記載要領 に関す る事項

_(_声_) ｢保険者番号｣欄 について
ア 設定 された保険者番号 8桁 (国民健康保険については

6桁) を記載す る羊___と (別添 _? ｢設定要領｣の第 1を参

興)_｡ なお､国民健康保険 甲場合 は右辞 めで記載す るこ
と｣

イ 公費負担医療単独 の場合及び公費負担医療 と公費負担

摩密の併用 の場合 (以下 ｢牟費負担医療のみの場合上 と
い う｡) は､別段 の定めのある場合 を除 き､記載 しない

こと｡

(削除)_

(表 :削除)

(7) ｢被保険者証 ･被保険者手帳等の記号 ･番号｣欄 につ
いて

ア 健康保険被保険者証､国民健康保険被保険者証､退職

者医療被保険者証､船員保険被保険者証､受給資格者票

及び特別療養費受給葉等の ｢記号及び番号｣欄の記号及

び番号 を記載す ること｡また､後期高齢者医療被保険者
証の ｢被保険者番 号｣欄 の ｢被保険者番号｣ を記載す る
こと｡

第 8)
1 ｢後期高齢者 医療｣欄 について

(2) 療養 の給付 の ｢件数｣ 欄 ､ ｢診療実 日数｣欄 ､ ｢点数｣
欄及び ｢一部負担金｣欄 ､食事療養 ･生活療養 の ｢件数｣

欄 ､ ｢回数｣欄 ､ ｢金額｣欄及び ｢標 準負担額｣欄 につい

ては､第 1の 7の (2)及び (3)と同様 で あるこ とO この

場合､_7の (2)旦 び (3)中 ｢医療保険｣ とあるのは ｢後

期高齢者 医療｣ と､_｢船員保 険の被保 険者 _に飾 る嘩_勤 災
害時の初_診料 上 とあるのは ｢高齢者 医療確保 法第69条第
1項 の規定 に基づ き減額 された一部負担金｣ と読み替 え
るものであること｡

第 3 診療報酬明細書 の記載要領 (様式第 2)

2 診療報酬明細書の記載要領 に関す る事項

(5) ｢保険者 番号｣｣固持つり_エ
ア 設定 された保 険者番号 8桁 (国民健康保 険 につ いては

_6_桁) を記載す_るこ と_____(利率旦__｢設定要領 ｣_担農 1_を参
赴_｣

イ 船員保険 につ_せ_)て は､___当_該被保 険考及 び被班養草 牡萱
轄地方社会保 険事務局長 と当該保 険 医療機 関の管轄地方
社会保 険事務局長 とが同一で ある場合 (以下 (5)におい

て ｢自県分 の場合 ｣ とい うO) には､記載 を省 略 して差

し支 えない こと｡

ウ 前記 により､ ｢保 険者番号｣欄 の記載 は､次表 の とお り

_となる三上 _｡____
(表:略)

(7) ｢被保険者証 ･被保 険者 手帳等 の記号 ･番 号｣欄 につ
いて

ア 健康保険被保 険者証､国民健康保 険被保 険者証､退職

者 医療被保 険者証 ､船員保 険被保 険者証 ､船員保 険被扶

養者延 ､受給資格者 葉及び特別療養 費受給票等 の ｢記 号
及び番号｣欄 の記号及び番号 を記載す るこ と｡ また､後
期高齢者 医療被保 険者証の ｢被保 険者番 号｣欄 の ｢被保

険者番号｣ を記載す ること｡



(12) ｢職務上の事由｣欄について

船員保険の被保険者については､__｢1___職務上｣､｢2
下船後 3月以内｣又は ｢3 通勤災害｣のうち該当す

るものを○で囲むこと.ただし､｢___1.職務上｣及び ｢芦
一通勤災害｣ については､災害発生時が平成 21年 12

月 31日以前のものに限る｡共済組合の船員組合員につ
いては､下船後 3月以内の傷病で職務上の取扱いとなる
場合に ｢2 下船後 3月以内｣の番号を○で囲むこと｡

なお､同一月に職務上の取扱いとなる傷病及び職務外
の取扱いとなる傷病が生 じた場合は､入院外分について
はそれぞれ 1枚､入院分については､それぞれに係る診

療が区分できない場合に限り職務上 として 1枚の診療報
酬明細書の取扱いとすること｡

電子計算機ゐ場合は､番号と名称又は次の略号を記載
することとしても差 し支えないこと｡

1 職上 (職務上)､
2 下 3 (下船後 3月以内)
3 通災 (通勤災害)

(13) ｢特記事項｣欄について

記載す る略号をまとめると､以下のとお りであること｡
なお､電子計算機の場合はコー ドと略号を記載すること｡

コード 略号 内 容
15 経過 以下のいずれかに該当する場合

① 公的年金等控除の縮減及び老年者控除の廃止
に伴い､高齢者医療確保法第67条第 1項第 2号､
健康保険法第74条第 1項第 3号及び第110条第

2項第 1号ニ､国民健康保険法第42条第 1項第
4号､国家公務員等共済組合法第55条第 2項第
3号及び第57条第 2項第 1号ニ､地方公務員等
共済組合法第57条第 2項第 3号及び第59粂第 2
項第 1号ニ又は船員保険法第55条第 1項第 3号
及び第76条第 2項第 1号ニに基づ く一部負担金
を負担することとなる70歳以上の高齢者.(以下
｢現.役並み所得者｣ とい う○)であって､平成

(12) ｢職務上の事由｣欄について

船員保険の被保険者については､職務上の取扱LT_とな

謂 吉富畏禦 ‡是誓 芸完謂 芸孟£議芸警霊宝禁
取扱いとなる場合に ｢2 下船後 3月以内｣の番号を○
で囲むこと｡

なお､同一月に職務上の取扱い となる傷病及び職務外
の取扱いとなる傷病が生 じた場合は､入院外分について
はそれぞれ 1枚､入院分については､それぞれに係 る診
療が区分できない場合に限 り職務上 として 1枚の診療報
酬明細書の取扱いとすること｡

電子計算機の場合は､番号 と名称又は次の略号を記載
することとしても差 し支えないこと｡

1 職上 (職務上)､
2 下 3 (下船後 3月以内)
3 通災 (通勤災害)

(13) ｢特記事項｣欄について
記載する略号をまとめると､以下のとお りであること｡

なお､電子計算機の場合はコー ドと略号を記載すること｡

コード 略号 内 容

15 経過 以下のいずれかに該当する場合
① 公的年金等控除の縮減及び老年者控除の廃止

に伴い､高齢者医療確保法第67条第 1項第 2号､
健康保険法第74条第 1項第 3号及び第1'10条第
2項第 1号ニ､国民健康保険法第.42条第 1項第

.4%l､国家公務員等共済組合法第.5声条第 2項第
3号及び第57条第 2項第 1号3､地方公務員等
共済組合法第57条第 2項第 3号及び第59条第 2
項第 1号ニ又は船員保険法第28条ノ3第 1項第
3号及び第31条ノ2..第 2項第 1号ニに基づ く-
部負担金を負担することとなる70歳以上の高齢
者 (以下 ｢現役並み所得者｣ とい うo)であっ



又は国民健康保険法以外 における一部負担金の

割合が 3割 となる者 については､平成18年 9月
か ら平成20年 8月)までの間､入院又は入院外
(在宅時医学総合管理料又は在宅末期医療総合

診療科 を算定 してい る場合 に限 る｡)に係 る一
部負担金が､一般の世帯 (現役並み所得者及び

市町村民税非課税の世帯以外の世帯のことをい

う｡) と同額の 自己負担限度額 を超えた場合

② 高齢者医療確保法の施行に伴い､高齢者医療

確保法第67条第 1項第 2号､健康保険法第74条
第 1項第 3号及び第110条第 2項第 1号ニ､国
民健康保険法第42条第 1項第 4号､国家公務員

等共済組合法第55条第 2項第 3号及び第57条第
2項第 1号ニ､地方公務員等共済組合法第57条

第 2項第 3号及び第59条第 2項第 1号二又は盤
員保険法第55粂第 1項第 3号及び第76条第 2項
鼎 _1号千に基づ く一部負担金を負担す ることと
なる70歳以上の高齢者 (以下 ｢現役並み所得者｣
とい う｡)であって､平成20年 8月か ら平成20

年12月 (高齢者医療確保法又は国畏健康保険法
以外における一部負担金の割合が 3割 となる者

については､平成20年 9月か ら平成20年12月)

までの間､入院又は入院外 (在宅時医学総合管
理料又は在宅末期医療総合診療科 を算定 してい
る場合 に限 る.) に係 る一部負担金が､一般 の

世帯 (現役並み所得者及び市町村民税非課税の

世帯以外 の世帯のことをい う｡) と同額の 自己
負担限度額 を超 えた場合

(33) ｢療養 の給付｣欄 について

イ 医療保険 (高齢受給者及び高齢受給者以外であって限

度額適用静定証若 しくは限度額適用 ･標準負担額減額認
定証又は特定疾患医療受給者証若 しくは小児慢性特定疾
患医療受診券 (特定疾患医療受給者証及び小児慢性特定

疾患医療受診券にあっては､適用区分に所得区分の記載

療確保法又は国民健康保険法以外における一部

負担金の割合が 3割 となる者 については､平成
18年 9月か ら平成20年 8月)までの間､入院又

は入院外 (在宅時医学総合管理料又は在宅末期

医療総合診療科 を算定 してい る場合 に限 る｡ )

に係 る一部負担金が､一般 の世帯 (現役並み所
得者及び市町村民税非課税 の世帯以外 の世帯の

ことをい う｡) と同額 の 自己負担限度額 を超 え
た場合

② 高齢者医療確保法の施行 に伴い､高齢者 医療
確保法第67条第 1項第 2号､健康保険法第74条
第 1項第 3号及び第 110条第 2項第 1号こ､国

民健康保険法第42条第 1項第 4号､国家公務員
等共済組合法第55条第 2項第 3号及び第57条第
2項第 1号こ､地方公務員等共済組合法第57条

艶 綜 詣 警雲嘉誓髭 芸蒜 纂空
2第 2項第 1号二に基づ く一部負担金 を負担す
ることとなる70歳以上の高齢者 (以下 ｢現役並
み所得者｣とい う｡)であって､平成20年 8月

か ら平成20年12月 (高齢者医療確保法又は国民
健康保険法以外における一部負担金 の割合が 3
割 となる者 については､平成20年 9月か ら平成

20年12月)までの間､入院又を耳入院外 (在宅時
医学総合管理料又は在宅末期医療総合診療科 を
算定 している場合 に限 る｡) に係 る一部負担金

が､一般の世帯 (現役並み所得者及び市町村民
税非課税 の世帯以外 の世帯のこ とをい う｡) と
同額の自己負担限度額 を超 えた場合

(33) ｢療養の給付｣欄 について

イ 医療保険 (高齢受給者及び高齢受給者以外 であって限

度額適用認定証若 しくは限度額適用 ･標準負担額減額認
定証又は特定疾患医療受給者証若 しくは小児慢 性特定疾
患医療受診券 (特定疾患医療受給者証及び小児慢性特定

疾患医療受診券 にあっては､適用 区分 に所得 区分の記載



があるものに限る｡)の提示があった者で高額療養費が
現物給付 された者 に係 るものを除 く｡)に係 る入院にお
ける ｢負担金額｣の項､入院外における ｢一部負担金額｣

の項については､以下によること｡

(ア) 船員保険の被保険者 について､｢職務上の事由｣

欄旦 _｢通勤災害｣_に襲当する頃合に早ま､初夢時を与お
ける二部負担金の金額を串載す阜 こと_Qただ し､_災
害発生時が平成 21年 12_月 3_1月 以前めもの■に限
る｡

Ⅲ 歯科診療 に係 る診療報酬請求書及び診療報酬明細書の記載
要領

第 2 診療報酬請求書 (歯科 ･入院外)の記載要領 (様式第 1
(3))
3 ｢別記 殿｣欄について

保険者名､市町村名及び公費負担者名 を下記例の とお り
備考欄 に記載す ることを原則 とす るが､省略 しても差 し支
えないこと｡

(例) 別記 全国健康保険協会理事長

千代田区長
東京都知事

6 ｢医療保険｣欄 について

(2) ｢件数｣欄 には明細書の医療保険に係 る件数の合計を､
｢診療実 日数｣欄には明細書の診療実 日数の合計を､｢点
数｣欄 には明細書の ｢合計｣欄の点数の合計を記載する
こと｡

また､ ｢一部負担金｣欄 には明細書の ｢療養の給付｣
欄の ｢保険｣の項に係 る ｢一部負担金額｣の項の一部負
担金額の合計を記載すること｡

ただ し､ トー部負担金｣欄は､船員保険の被戻険者に
係 る通勤災害時の初診料 (災害発生時が平成 21年 12

月 31日以前のものに限_ろO)に係 るものに限 り記載す
れば足 りるもの とす ること｡ なお､｢医保単独 (七〇以
上一般 .低所得)｣欄､｢医保単独 (七〇以上七割)｣欄､
｢医保単独 (本人)｣欄､｢医保単独 (家族)｣欄及び ｢医

があるものに限 る｡) の提示があった者 で高額療養費が

現物給付 された者 に係 るものを除 く｡) に係 る入院 にお
ける ｢負担金額｣の項､入院外における ｢一部負担金額｣

の項については､以下によるこ と｡

(ア)__船員保険の被保険者 について､_｢職務上空_事 由｣_
圃 中_r_通勤災害｣｣こ該 当す る_場合 勘 ま､初診華 に串

Ⅲ 歯科診療に係 る診療報酬請求書及び診療報酬明細書の記載

要領

第 2 診療報酬請求書 (歯科 ･入院外)の記載要領 (様式第 1
(3))
3 ｢別記 殿｣欄について

保険者名､市町村名及び公費負担者名 を下記例のとお り
備考欄に記載す ることを原則 とす るが､省略 しても差 し支
えないことo

(例) 別記 社会保険庁長官

千代田区長
東京都知事

6 ｢医療保険｣欄について

(2) ｢件数｣欄 には明細書の医療保険に係 る件数の合計を､
｢診療実 日数｣欄には明細書の診療実 日数の合計を､｢点

数｣欄 には明細書の ｢合計｣欄 の点数の合計 を記載.す る

こと｡
また､｢一部負担金｣欄 には明細書の ｢療養 の給付｣

欄の ｢保険｣の項に係 る ｢一部負担金額｣の項の一部負

担金額の合計を記載す ること｡
ただ し､ ｢一部負担金｣欄 は､船員保険の被保険者笹

嘩 る嘩勤災軍 時の初診料に係 るものに限 り記載すれば足
りるもの とす ること. なお､ ｢医保 単独 (七〇以上一般

･低所得)｣欄､｢医保単独 (七〇以上七割)｣欄､｢医保
単独 (本人)｣欄､ ｢医保単独 (家族)｣欄及び ｢医保単

独 (六歳)｣欄 の ｢小計｣欄 にはそれぞれの合計 を記載



保単独 (六歳)｣欄の ｢小計｣欄 にはそれぞれの合計を
記載すること｡

第 2の 2 診療報酬請求書 (医科 ･歯科)の記載要領 (様式第 8)
1 ｢後期高齢者医療｣欄について
(2) ｢件数｣欄､ ｢診療実 日数｣欄､｢点数｣欄及び ｢一

部負担金｣欄については1 6の(2)と同様であること｡
この場合､ 6の(2)中 ｢医療保険｣ とあるのは ｢後期高

齢者医療｣と､_｢麟見保険の被保険者に係 る通勤災害時
の初診料 (災害発生時が平成 21年 12月 31日以前の

_ものに限且 ,___)J:とあるのは ｢高齢者医療確保蔭第69条
第 1項の規定に基づ く一部負担金の減額｣ と読み替える
ことO

第 3 診療報酬明細書の記載要領 (様式第 3)
2 診療報酬明細書の記載要領に関する事項

(EL) ｢保険者番号｣__欄 について
ア 設定された保険者番号 8桁 (国民健康保険については

6桁)_を記載すること (別添 2 ｢設定要領｣_･の舞上 を参
軍)9____なお､国民健康保険甲場合は着帯めで記載するこ
と｣.

イ 公費負担医療単独の場合及び公費負担医療のみの場合
は､別段の定めのある場合を除き､記載 しないこと

___(削除)__ー

___(表__:通り除):
(7) ｢被保険者証 ･被保険者手帳等の記号 ･番号｣欄につ

いて

ア 健康保険被保険者証､国民健康保険被保険者証､退職
者医療被保険者証､船員保険被保険者証､受給資格者票
及び特別療養費受給葉等の ｢記号及び番号｣欄の記号及
び番号を記載す ること｡

また､後期高齢者医療被保険者証の ｢被保険者番号｣

すること｡

第 2の 2 診療報酬請求書 (医科 ･歯科)の記載要領 (様式第 8)
1 ｢後期高齢者医療｣欄について
(2) ｢件数｣欄､｢診療実 日数｣欄､｢点数｣欄及び ｢一部

負担金｣欄 については､ 6の (2)と同様であること｡ こ
の場合､ 6の(2)中 ｢医療保険｣ とあるのは ｢後期高齢

者医療｣ と､･｢船員保険の被保険者 に係 る通勤災害時 の
裡診料｣_とあるのは ｢高齢者医療確保法第69条第 1項の
規定に基づ く一部負担金の減額｣と読み替 えること｡

第 3 診療報酬明細書の記載要領 (様式第 3)
2 診療報酬明細書の記載要領に関す る事項
(5) ｢保険者番号上欄 について

ア 設定 された保険者番号 8桁 (国民健康保険については

_@桁)を記載す ること (別添 2 ｢設定要領｣q)第 1_を参
盟｣

イ 船員保険については､当該被保険者及び被扶養者の管
轄地方社会保険事務局長 と当該保険医療機 関の管轄地方

社会保険畢 務局長 とが同一で串る場合 (以下 (5)におい
て ｢自県分の場合｣とい う｡)には､記載 を省略 して差

t,支えないこと｡_i
ウ 前記により､｢保険者番号｣欄の記載は､次表のとお り

=となる羊_と｡__
(奉:_略)_

(7) ｢被保険者証 ･被保険者手帳等の記号 ･番号｣欄につ
いて

ア 健康保険被保険者証､国民健康保険被保険者証､退職

者医療被保険者証､船員保険被保険者証､粒員保 険額扶
畳量産 ､受給資格者棄及び特別療養費受給票等の ｢記号
及び番号｣欄の記号及び番号を記載す ること｡

また､後期高齢者医療被保険者証の ｢被保険者番号｣



欄の ｢被保険者番号｣を記載すること｡

(ll) ｢職務上の事由｣欄について

船員保険の被保険者 については､｢1 職務上｣､｢2

下船後-_3旦以内｣又は ｢3 通勤災害｣の う_ち該当す る_ち
のを○で囲む こと｡ただ し､｢1 職務上｣及び ｢3 通

勤災害｣については､災害発生時が平成 21年 12月 31
日以前のものに限る｡共済組合の船員組合員については､
下船後 3月以内の傷病で職務上の取扱い となる場合に ｢2

下船後 3月以内｣の番号を○で囲むことOなお､同一月
に職務上の取扱い となる傷病及び職務外の取扱いとなる傷
病が生 じた場合 は､入院外分についてはそれぞれ 1枚､入
院分につ いては､それぞれに係 る診療が区分できない場合

に限 り職務上 として 1枚の明細書の取扱いとすること｡

電子計算機の場合は､番号 と名称又は次の略称を記載す

ることも差 し支えないこと｡
1 職上 (職務上)
2 下 3 (下船後 3月以内)
3 通災 (通勤災害)

(31) ｢一部負担金額｣欄について

ア .船員保_険q)被 曝険者 について､r_職琴上q)車座｣欄中
__[通勤災害｣･に該当す る場合には､:初診時における一部
負担金の金額を記載す ること｡ただ し､災害発生時が平
成 21年 12月 31日以前のものに限る

Ⅳ 調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書に関する事項
第 1 調剤報酬請求書に関する事項 (様式第 4)
3 ｢別記 殿｣ 欄 について

保険者名､市町村名及び公費負担者名 を下記例のとお り備

考欄 に記載す ることを原則 とす るが､省略 しても差 し支 えな
い こ と｡-

(例) 別記 全国嘩康爆 険協牟理事草
千代 田区長
東京都知事

第 2 調剤報酬明細書の記載要領 (様式第 5)

欄の ｢被保険者番号｣ を記載すること｡

(ll) ｢職務上の事由｣欄 について

船員保険の被保険者 については､職務上の申扱V､となる_
場合の_み該当す る番号を○で囲む こ_上 ｡_共済組合の船員組

合員については､下船後 3月以内の傷病で職務上の取扱い

となる場合に ｢2 下船後 3月以内｣の番号を○で囲む こ

とOなお､同一月に職務上の取扱い となる傷病及び職務外
の取扱い となる傷病が生 じた場合は､入院外分 については
それぞれ 1枚､入院分については､それぞれ に係 る診療が
区分できない場合に限 り職務上 として 1枚 の明細書の取扱

い とすること｡
電子計算機 の場合は､番号 と名称又は次の略称 を記載す

ることも差 し支えないこと｡

1 職上 (職務上)

2 下 3 (下船後 3月以内)
3 通災 (通勤災害)

(31) ｢一部負担金額｣欄 について

ア 船員保険.の被保険者_につレ｢_て､_T職務上の事 由｣ 欄 中
｢通勤災害｣_に該 当す る場合 に_は､初診時に_おけ_る二部

負担金の金額を記載す ること｡

Ⅳ 調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書に関す る事項
第 1 調剤報酬請求書に関す る事項 (様式第 4)
3 ｢別記 殿｣欄 について

保険者名､市町村名及び公費負担者名 を下記例の とお り備

考欄 に記載す ることを原則 とす るが､省略 して も差 し支 えな
いこと｡

(例) 別記 社会保険庁長官
千代 田区長
東京都知事

第 2 調剤報酬明細書の記載要領 (様式第 5)



2 調剤報酬明細書に関す る事項

_(早) ｢保険者番号｣欄について_
ア 設定 された保険者番号 8桁 (国民健康保険については

6桁_)__を記観すること (即準 2__｢翠_定要領i の第 1_を参
照)｡なお､国民健康保険の場合は右詰めで記載す るこ

土｣
イ 公費負担医療単独の.場合及び公費負担医療のみの場合

は､別段の定めのある場合を除き､記載 しないこと｡

__(削除)_

_(秦 :削除)
(ll) ｢職務上の事由｣ 欄について

船員保険の被保険者については､｢1 職務上｣､丁字__
下船後 3月以内｣又は ｢3 通勤災害｣の うち核当す るも
のを○で囲む こと｡ただ し､｢1 職務上｣ 及び ｢3 通
勤災害｣については､災害発生時が平成 21年 12月 31

_F]以前のものに限る_q______共済組合の船員組合員については､
下船後 3月以内の傷病で職務上の取扱い となる場合に T2

下船後 3月以内｣の番号を○で囲むこと｡
なお､同一月に職務上の取扱い となる傷病及び職務外の

取扱いとなる傷病が生 じた場合は､それぞれ 1枚の明細書
の取扱い とすること｡

電子計算機の場合は､番号 と名称又は次の略称を記載す
ることとしても差 し支えないこと｡

1 職上 (職務上)

2 下 3 (下船後 3月以内)●
3 通災 (通勤災害)

別紙 2
第 2 診療録等の記載上の注意事項 (共通)

声 __｢保険者番号上欄につりて
(1) 設定された保険者番号 8桁 (国民健康保険につV＼ては

2 調剤報酬明細書に関す る事項

_(5)･_ ｢保険者番号｣欄 について
ア 設定 された保険者番号 8桁 (国民健康保険については

6桁)を記載す ること (別添 2 ｢設定要領｣の第 1を参

監｣_ t

4__:-船員俸険に_?_いては､__当_骸被保険者及び被迭選 者 q2贋
轄地方社会保険事務局長 と当該保険医療機 関の管轄地方
社会保険事務局長 とが同一である場合 (以下 (5)におい

て ｢自県_分_q)場合 ｣__とせ__lj _O)_耳 は､記磯 を省略 して_差
し支えないこと｡

ウ 前記により､｢保険者番号｣ 欄の記載は､次表のとお り

与なること｡
(秦;略)

(ll) ｢職務上の事由｣欄 について
船員保険の被保険者 については､職務上の取扱い となる

場合のみ該当す るものを○で囲む こと｡共済組合の船員組
倉見については､下船後 3月以内の傷病で職務上の取扱い
となる場合に ｢2 下船後 3月以内｣の番号 を○で囲む こ
とO

なお､同一月に職務上の取扱い となる傷病及び職務外の
取扱い となる傷病が生 じた場合は､それぞれ 1枚 の明細書
の取扱いとす ること｡l

電子計算機 の場合は､番号 と名称又は次の略称 を記載す
ることとしても差 し支 えないこと｡

1 職上 (職務上)
2 下 3 (下船後 3.月以内)
3 通災 (通勤災害)

別紙 2
第 2 診療録等の記載上の注意事項 (共通)

早 ____｢曝僚者琴号｣欄 について_
(1) 設定 された保険者番号 8桁 (国民健康保険については



6桁)を記載すること (別添 2 ｢設定要領｣ の第 1を参
照)｡なお､国民健康保険の場合は右詰めで記載するこ

とエ_
(2) 公費負担医療単独の場合及び公費負担医療と公費負担

医療の併用の場合 (以下 ｢公費負担医療のみの場合｣と
い う｡)は､別段の定めのある場合を除き､記載 しない
こと｡

(3十 月_の途中 において保険者番号の変更力学__あっち場合_は
｢備考｣欄に変更後の保険者拳骨 を畢載することC

(表 :削除)

4 ｢被保険者証 ･被保険者手帳｣欄の ｢記号 ･番号｣欄 (処
方せんにあっては､｢被保険者証 ･被保険者手帳の記号 ･番
号｣欄)について

健康保険被保険者証､国民健康被保険者証､退職者医療
被保険者証､船員保険被保険者証､受給資格者票及び特別
療養費受給票等 (以下 ｢被保険者証等｣とい う｡)の ｢記
号及び番号｣欄の記号及び番号を記載すること｡また､後
期高齢者医療被保険者証の ｢被保険者番号｣欄の被保険者
番号を記載すること｡

別添 2 保険者番号､公費負担者番号､公費負担医療の受給者
番号並びに医療機関コー ド及び薬局コード設定要領

4 保険者 (市町村)別番号は､協会管掌健康保険にあっては協
会の都道府県支部ごとに厚生労働省保険局が､船員保険にあ

県が､また､組合管掌健康保険にあっては健康保険組合 (社
会保険診療報酬支払基金に対 して支払を行 う従たる事務所を
含む｡)ごとに地方厚生 (支)局が､後期高齢者医療にあっ
ては後期高齢者医療広域連合が､共済組合及び自衛官等の療

6桁)を記載すること (別添 2 ｢設定要領｣ の第 1を参

選｣

(2)__船員保険については､当該被保険者又を耳被保険者であ
った者 (以下単に･｢被保険者｣ とい う_｡十 及び硬医養考
の管轄地方社会保険事務局長 と当該保険医療磯野.担登壇
弛方社会保険事務局長 とが同一である場合 (以下_十自県

分の場合｣ とい う｡)には､記載を省輝 して差 し畢えな
いこと｡

(柵 と串
～りであること｡

(表 :略)

4 -｢被保険者証 ･被保険者手帳｣欄の ｢記号 ･番号｣欄 (処
方せんにあっては､｢被保険者証 ･被保険者手帳の記号 ･番
号｣欄)について

健康保険被保険者証､国民健康被保険者証､退職者医療
被保険者証､船員保険被保険者証､船員保険被扶養者証､
受給資格者票及び特別療養費受給票等 (以下 ｢被保険者証
等｣とい うO)の ｢記号及び番号｣欄の記号及 び番号を記
載すること｡また､後期高齢者医療被保険者証の ｢被保険
者番号｣欄の被保険者番号を記載すること｡

別添2保険者番号､公費負担者番号､公費負担医療の受給者番号並びに医療機関コード及び薬局コード設定要領
4 保険者 (市町村)別番号は､協会管掌健康保険にあっては協
会の都 道府県支部ごとに厚生労働省保険局が､船員保険にあ

っては社会保険事務所 (地方社会保険事務局が事務を行 う_ち_と
_にな_つて∨_､る場食 にあ_つて 峠当謬地方社章保険事務局を含
む｡)ごとに社会保険庁_が､国民健康保険にあっては国民健康
保険事業を行 う市町村又は国民健康保険組合ごとに都道府県
が､また､組合管掌健康保険にあっては健康保険組合 (社会保
険診療報酬支払基金に対 して支払を行 う従たる事務所を含



蓑の給付にあっては各主管官庁が定める番号とする｡

6 保険者番号の管理は､厚生労働省保険局､都道府県知事､
地方厚生 (支)局､後期高齢者医療広域連合又は主管官庁に
おいて行 うものとし､保険者番号の設定変更に際しては､社
会保険診療報酬支払基金及び当該保険者に対 して速やかに連
絡するものとする｡ただし､国民健康保険にあっては､都道
府県知事から所在地の国民健康保険団体連合会及び当該保険
者に対 して速やかに連絡するものとし､後期高齢者医療にあ
っては､後期高齢者広域連合から社会保険診療報酬支払基金
及び国民健康保険団体連合会に対 して速やかに連絡するもの
とするO

む｡)ごとに地方厚生 (支)局が､後期高齢者医療にあっては
後期高齢者医療広域連合が､共済組合及び 自衛官等の療養の
給付にあっては各主管官庁が定める番号とする｡

6 保険者番号の管理は_､_社会保険庁長官_､都道碍興知事､後
け期高齢者医療広域連合又は主管官庁において行 うものとし､
保険者番号の設定変更に際 しては､社会保険診療報酬支払基
金及び当該保険者に対 して速やかに連絡す るものとす る｡た
だ し､国民健康保険にあっては､都道府県知事から所在地の
国民健康保険団体連合会及び当該保険者に対 して速やかに連
絡するもの とし､後期高齢者医療にあっては､後期高齢者広
域連合か ら社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体
連合会に対 して速やかに連絡するものとする｡



｢訪問看護療養費請求書等の記載要領について｣(平成18年 3月30日保医発第0330008号)の一部改正について

改 正 後 改 正 前

別紙
Ⅱ 請求書等の記載要領
第 1 請求書に関する事項 (様式第-関係)
3 ｢別記 殿｣欄について

保険者名､市町村 (特別区を含む｡)名及び公費負担者名
を下記例のとお り ｢備考｣欄に記載することを原則 とするが､

省略 し.ても差 し支えないこと｡
〔例〕 別記 全国健康保険協会理事長

千代田区長

東京都知事
第 2 明細書に関する事項 (様式第四)

5__｢俸喚者番号｣欄について
(1) 設定された保険者番号 8桁 (国民健康保険については

6桁)を記載す ること (｢診療報酬請求書等の記載要領
等について｣ (昭和51年 8月 7日保険発第82号｡以下 ｢記

戟要償 等｣ とい う.)の別儀 2_(払下 ｢設定要領｣ とい
う｡_)の(1)を参照)0

(2_) 公費負担医琴単独の場合及び公賢負担医療 と公費負担
医療の嘩用の場合 (以下 ｢公費負担医療のみの場合｣ と

い う｡)は､別段q)虐 めのある場合を除__き､敢載 し卑 し1
こと｡

(削除).

(表 :削除)

7 ｢被保険者証 ･被保険者手帳等の記号 ･番号｣欄について
(1) 健康保険被保険者証､国民健康保険被保険者証､退職

者医療被保険者証､船員保険被保険者証､受給資格者票

別紙
Ⅱ 請求書等の記載要領
第 1 請求書に関する事項 (様式第一関係)
3 ｢別記 殿｣欄について

･保険者名､市町村 (特別区を含む｡)名及び公費負担者名
を下記例のとお り ｢備考｣欄に記載することを原則 とするが､
省略 しても差し支えないこと｡

〔例〕 別記 社会保険庁長官
千代田区長
東京都知事

第 2 明細書に関する事項 (様式第四)

_5 ___｢保険草番号｣欄について

(Ill-)諸 ,E詣 義軍誓 T (宇島 '貰宗苫掌豊等詣 蒜 毒
筆L=J,_いて｣(_昭和51年_8月.7日_保険発男 声字号.以下 ｢記
載要領等｣ とい うO)_の別添 2 (以下 ｢設定要領｣ とい
う.i_の(I)を参照)0

(i) 雷雲莞禦 こ~づいては､謂 霊貰琵雷是認 謂 蓋諾

杜貧華 曝事務局長 とが同一であ声場合 (以下旦 笹おい_千
__｢自県分の場合｣_とし)_ラ_｡)には__､_記載を省 略 して差_し支
えないこと｡

(3ト 前記_によ り___､_｢保険者番号｣____棉_の記蔵 は､____次表の とお
りとなること｡

=∴_捜 :華 )__

7 ｢被保険者証 ･被保険者手帳等の記号 ･番号｣欄について
(1) 健康保険被保険者証､国民健康保険被保険者証､退職

者医療被保険者証､船員保険被保険者証､船員保険被扶



及び特別療養費受給票等 の ｢記号及び番号｣欄 の記号及
び番号 を記･載す ること｡ また､後期高齢者医療被保険者
証の ｢被保険者番号｣欄 の ｢被保険者番号｣ を記載す る
こと｡

ll ｢職務上の事由｣欄について

船員保険の被保険者 については､___｢1 職務上｣､｢2 下
船後 3月以内｣ 又は ｢3 通勤災害｣ の うち該当す るものを
○で囲む こと｡ただ し､｢1 職務上｣及び ｢3 通勤災害｣
については､災害発生時が平成 21年 12月 31日以前のも

のに限 る｡共済組合の船員組合員については､下船後 3月以
内の傷病で職務上の取扱い となる場合に｢2 下船後 3月以
内｣の番号を○で囲むこと｡

電子計算機 の場合は､番号 と名称又は次の略称 を記載す る
こととしても差 し支えないこと｡

1 職上 (職務上)
2 下 3 (下船後 3月以内)
3 通災 (通勤災害)

重畳塵 ､受給資格者票及び特別療養費受給票等の ｢記号
及び番号｣欄の記号及び番号を記載す ること｡ また､後
期高齢者医療被保険者証の ｢被保険者番号｣欄 の ｢被保
険者番号｣を記載す ること｡

ll ｢職務上の事由｣欄 について

船員保険の被保険者 については､職腰 上の取扱い となる場
合のみ該当す る_ものを○で囲む こと｡_共済組合の船員組合員
については､下船後 3月以内の傷病で職務上の取扱い となる
場合に｢2 下船後 3月以内｣の番号を○で囲むこと｡

電子計算機の場合は､番号 と名称又 は次の略称 を記載す る
こととしても差 し支えないこと｡

1 職上 (職務上)
2 下 3 (下船後 3月以内)
3 通災 (通勤災害)




